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【区分】　A：反映，B：一部反映，C：反映しない，―：記載内容以外の意見等
（ く ぶ ん ） Ａ ： は ん え い ， Ｂ ： い ち ぶ は ん え い ， Ｃ ： は ん え い し な い ， ー ： き さ い な い よ う い が い の い け ん な ど

全体的な意見
ぜんたいてきないけん

意見
いけん

要旨
ようし

区分
くぶん

見
けん

　解
かい

1

「対応要領
たいおうようりょう

」ができても，そのことを職員
しょくいん

が知
し

らないということのないよう，完成
かんせい

後
ご

の周知
しゅうち

をしっかりする必要
ひつよう

がある。

分量
ぶんりょう

も多
おお

く，分
わ

かりやすく伝
つた

えないといけ

ない。

―

職員
しょくいん

への周知
しゅうち

を徹底
てってい

するとともに，周知
しゅうち

方法
ほうほう

は工夫
くふう

したい。

2
障害者
しょうがいしゃ

との接点
せってん

の少
すく

ない部署
ぶしょ

の職員
しょくいん

の

理解
りかい

が進
すす

む必要
ひつよう

がある。
Ａ

同上
どうじょう

。「５　職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

」に，研修
けんしゅう

の

視点
してん

として記載
きさい

する。

3

市
し

や職員
しょくいん

の対応
たいおう

一
ひと

つで障害者
しょうがいしゃ

の一生
いっしょう

が

左右
さゆう

されることがある。そのような立場
たちば

に

あることを理解
りかい

したうえで，取
と

り組
く

んでい

ただくことをお願
ねが

いしたい。

―

真摯
しんし

に取
と

り組
く

んでいきたい。

4

「相手
あいて

が何
なに

に困
こま

っていて，何
なに

が求
もと

められて

いるかを知
し

ること」や「たらい回
まわ

しにしない

こと」などの記載
きさい

があるが，障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

す

る配慮
はいりょ

等
とう

も，一般
いっぱん

の市民
しみん

への対応
たいおう

がしっ

かりされていることがベースとなって提供
ていきょう

されるものである。

Ｂ

「２（３）　合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」に，これを加味
かみ

した

補足
ほそく

説明
せつめい

を記載
きさい

をする。

5

リーフレットを作
つく

って終
お

わりではなく，でき

るだけ分
わ

かりやすく周知
しゅうち

してほしい。行政
ぎょうせい

による障害者差別解消法
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

の説明会
せつめいかい

を是
ぜ

非
ひ

開催
かいさい

してほしい。

―

周知
しゅうち

方法
ほうほう

は工夫
くふう

したい。

説明
せつめい

会
かい

についても検討
けんとう

したい。

6

法
ほう

や対応
たいおう

要領
ようりょう

を契機
けいき

に，障害者
しょうがいしゃ

だけでな

くすべての市民
しみん

にとって暮
くら

らしやすいまち

になるよう願
ねが

う。

―

そのような共生社会
きょうせいしゃかい

を目指
めざ

したい。

7
完成
かんせい

した対応要領等
たいおうようりょうとう

を市民
しみん

が閲覧
えつらん

できる

ようにしてほしい。
―

対応要領
たいおうようりょう

は公表
こうひょう

する。

8

団体
だんたい

として市
し

に要望
ようぼう

書
しょ

等
とう

も出
だ

しているの

で，参考
さんこう

にして，盛
も

り込
こ

んでほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２件
けん

）

―

参考
さんこう

にしたい。

「京都市
き ょ う と し

対応要領
たいおうようりょう

（仮称
（ か し ょ う

）」（案
あん

）に対
たい

する関係団体
かんけいだんたい

からの意見
い け ん
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はじめに

意見
いけん

要旨
ようし

区分
くぶん

見
けん

　解
かい

1

権利
けんり

条約
じょうやく

の内容
ないよう

や趣旨
しゅし

など，対応要領
たいおうようりょう

の基礎
きそ

となる原理
げんり

原則
げんそく

やバックボーンと

なる書
か

き込
こ

みが足
た

りない。

障害者
しょうがいしゃ

の人
ひと

としての権利
けんり

の再確認
さいかくにん

，その

権利
けんり

の実現
じつげん

に向
む

けて官民一体
かんみんいったい

となって障
しょ

害者
うがいしゃ

差別
　さべつ

をなくしていく決意
けつい

なども盛
も

り込
こ

んだ趣旨
しゅし

文
ぶん

としてほしい。

Ｂ

記載
きさい

を工夫
くふう

する。

2
障害者
しょうがいしゃ

による運動
うんどう

が結実
けつじつ

して条約
じょうやく

ができ

たことも記載
きさい

されたい。
Ｂ

記載
きさい

を工夫
くふう

する。

3

社会
しゃかい

モデルの説明
せつめい

について，原因
げんいん

帰属
　きぞく

だ

けでなく，責任
せきにん

帰属
　きぞく

も含
ふく

んだ書
か

きぶりに修
しゅ

正
うせい

した方
ほう

がよい。

Ｂ

記載
きさい

を工夫
くふう

する。

4

「障害
しょうがい

のみに起因
きいん

するものではない」制限
せいげん

とは，健常者
けんじょうしゃ

にも当
あ

てはまるのか。
―

ここでは，「障害者
しょうがいしゃ

が受
う

ける・・制限
せいげん

」につ

いて，当人
とうにん

が持
も

つ心身
しんしん

の障害
しょうがい

だけでな

く，社会
しゃかい

の側
がわ

の障壁
しょうへき

にも原因
げんいん

があることを

説明
せつめい

している。

１　この対応要領
たいおうようりょう

の趣旨
しゅし

意見
いけん

要旨
ようし

区分
くぶん

見
けん

　解
かい

1
地方
ちほう

公営
こうえい

企業
きぎょう

や地方
ちほう

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
　ほうじん

を含
ふく

める考
かんが

え方
かた

はよい。図
ず

も分
わ

かりやすい。
Ａ

（記載
きさい

済
ず

み）

2

交通
こうつう

局
きょく

などの公営
こうえい

企業
きぎょう

も対象
たいしょう

とされるの

はありがたい。委託
いたく

や指定管理
していかんり

の事業者
じぎょうしゃ

にもしっかり対応
たいおう

してほしい。

Ａ

（記載
きさい

済
ず

み）

3

職員
しょくいん

による差別的
さべつてき

行為
こうい

が生
しょう

じる前
まえ

に，研
け

修等
んしゅうとう

をしっかり行
おこな

う必要
ひつよう

がある。特
とく

に窓口
まどぐち

で市民
しみん

応対
おうたい

する職員
しょくいん

への研修
けんしゅう

は重要
じゅうよう

で

ある。

A

「５　職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

」の記載
きさい

に反映
はんえい

す

る。「対応要領
たいおうようりょう

」策定
さくてい

後
ご

の庁内
ちょうない

周知
　しゅうち

もその

ような観点
かんてん

で行
おこな

う。

4
障害者
しょうがいしゃ

との接点
せってん

の少
すく

ない部署
ぶしょ

の職員
しょくいん

の

理解
りかい

が進
すす

まないといけない。
A 同上

どうじょう

5
職員
しょくいん

が差別
さべつ

行為等
こういとう

により処分
しょぶん

された場合
ばあい

は，分
わ

かるようにしてほしい。
―

懲戒処分
ちょうかいしょぶん

が行
おこな

われた場合
ばあい

は，懲戒処分
ちょうかいしょぶ

等
んとう

の公表
こうひょう

の基準
きじゅん

により，公表
こうひょう

される。

6

労働
ろうどう

の時間
じかん

やペース等
とう

に合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が

あれば，多
おお

くの障害者
しょうがいしゃ

が一般
いっぱん

就労
しゅうろう

するこ

とができる。多様
たよう

な働
はたら

き方
かた

ができるよう，

事業者
じぎょうしゃ

に指導
しどう

をお願
ねが

いしたい。

―

対応
たいおう

要領
ようりょう

は庁内
ちょうない

向
　む

けに作成
さくせい

するものであ

り，また，雇用
こよう

の分野
ぶんや

も対象外
たいしょうがい

としてい

る。

要望
ようぼう

の一
ひと

つとして受
う

け止
と

めたい。
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２　障害
　しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的取扱い
さ べ つ て き と り あ つ か い

及
およぶ

び合理的配慮
ご う り て き は い り ょ

○　対象
たいしょう

となる障害者
しょうがいしゃ

，社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

に関
せき

する意見
いけん

意見
いけん

要旨
ようし

区分
くぶん

見
けん

　解
かい

1

「社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

」の定義
ていぎ

に「制度
せいど

，慣行
かんこう

，観
か

念
んねん

」が含
ふく

まれていることに意義
いぎ

がある。

法令
ほうれい

に定
さだ

めがあるからそのとおりにしたと

いうことは行政
ぎょうせい

が「正当
せいとう

な理由
りゆう

」があると

判断
はんだん

する理由
りゆう

の一
ひと

つになると思
おも

うが，法
ほう

令
れい

の定
さだ

めそのもの（制度
せいど

そのもの）に問
もん

題
だい

があることあり得
え

るので留意
りゅうい

されたい。

また，世間
せけん

の目
め

を意識
いしき

して，障害
しょうがい

があるこ

とをオープンにできないために配慮
はいりょ

を受
う

けられないケースも考
かんが

えられる。行政
ぎょうせい

も当
とう

事者
じしゃ

も共
とも

に，そのような状況
じょうきょう

を変
か

えてい

かなければならない。

Ｂ

既存
きそん

の制度等
せいどとう

（条例
じょうれい

や規則
きそく

等
とう

も含
ふく

む）に

問題
もんだい

がないか障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

を解
か

消
いしょう

する観点
かんてん

から点検
てんけん

することも大切
たいせつ

であ

る旨
むね

を補記
ほき

する。

2

女性
じょせい

の障害者
しょうがいしゃ

は，男性
だんせい

に誘導
ゆうどう

されると頼
たの

みづらいこともある。 Ｂ

（女性
じょせい

の障害者
しょうがいしゃ

には，女性
じょせい

であることによ

る複合的
ふくごうてき

な困難
こんなん

があることについて記載
きさい

済
ず

み）

3

女性
じょせい

の障害者
しょうがいしゃ

について，「女性
じょせい

であるこ

と」と「障害者
しょうがいしゃ

であること」が差別
さべつ

の複合的
ふくごうてき

な理由
りゆう

になるという視点
してん

が見落
みお

とされが

ちなので留意
りゅうい

してほしい。（２件
けん

）

Ａ

（女性
じょせい

の障害者
しょうがいしゃ

には，女性
じょせい

であることによ

る複合的
ふくごうてき

な困難
こんなん

があることについて記載
きさい

済
ず

み）

「事例集
じれいしゅう

」にも一定
いってい

の記載
きさい

をしたい。

4
障害
しょうがい

のある女性
じょせい

の複合的
ふくごうてき

な困難
こんなん

につい

て具体
ぐたい

例
れい

を記載
きさい

してほしい。
Ｂ

｢事例集
じれいしゅう

｣に一定
いってい

の記載
きさい

をしたい。

5
障害者
しょうがいしゃ

施策
　しさく

，女性
じょせい

施策
しさく

の双方
そうほう

で，障害
しょうがい

の

ある女性
じょせい

を想定
そうてい

してほしい。
Ｂ

｢事例集
じれいしゅう

｣に一定
いってい

の記載
きさい

をしたい。

6

障害者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

について，「・・継続的
けいぞくてき

に日
にち

常生活
じょうせいかつ

又
　また

は社会生活
しゃかいせいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

にあるもの」とあるが，限定
げんてい

され

る印象
いんしょう

を受
う

ける。

一方
いっぽう

で，補足
ほそく

では「障害者手帳
しょうがいしゃてちょう

の所持者
しょじしゃ

に限
かぎ

らない」としているが，職員
しょくいん

はどのよ

うに相手
あいて

が障害者
しょうがいしゃ

であることを認識
にんしき

する

のか。

対象
たいしょう

となる障害
しょうがい

者
しゃ

についての表現
ひょうげん

が幾通
いくとお

りかあるので整理
せいり

してほしい。

―

前者
ぜんしゃ

は，法
ほう

の定義
ていぎ

であり，必
かなら

ずしも限定
げんて

的
いてき

なものではないが，限定的
げんていてき

にとらえな

いよう補足
ほそく

説明
せつめい

をしているものである。

障害
しょうがい

の有無
うむ

は外見等
がいけんとう

から判断
はんだん

できない

場合
ばあい

も多
おお

いが，「不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い」は

職員
しょくいん

が障害
しょうがい

を認識
にんしき

しながら行
おこな

うことを想
そう

定
てい

しており，「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」は障害者
しょうがいしゃ

の意
いし

思の表明
ひょうめい

により認識
にんしき

することができると考
かんが

えている。

いずれにせよ，職員
しょくいん

が障害者
しょうがいしゃ

の話
はなし

をよく

聞
き

く姿勢
しせい

が重要
じゅうよう

である。
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7

障害者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

の補足
ほそく

で，高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障
しょ

害
うがい

が精神
せいしん

障害
しょうがい

に含
ふく

まれることや，難病
なんびょう

に

起因
きいん

する障害
しょうがい

が含
ふく

まれることを記載
きさい

する

意図
いと

は何
なに

か。必要
ひつよう

あるのか。

―

箱書
はこが

きの法
ほう

の定義
ていぎ

では明示
めいじ

されていない

ため，職員
しょくいん

に分
わ

かるよう補足
ほそく

説明
せつめい

をして

いるものである。

8

「障害児
しょうがいじ

には，成人
せいじん

の障害者
しょうがいしゃ

とは異
こと

なる

支援
しえん

の必要
ひつよう

があることにも留意
りゅうい

する」とあ

るが，具体的
ぐたいてき

にはどのようなことか｢事例
じれいしゅ

集
う

｣に明記
めいき

してほしい。

Ｂ

｢事例集
じれいしゅう

｣に記載
きさい

したい。

○　不当
ふとう

な差別的取扱い
さべつてきとりあつかい

に関
せき

する意見
いけん

＜正当
せいとう

な理由以外
りゆういがい

＞

意見
いけん

要旨
ようし

区分
くぶん

見
けん

　解
かい

9

会員
かいいん

から寄
よ

せられた「差別
さべつ

事例
じれい

」の７割
わり

が

学校
がっこう

関係
かんけい

である。本人
ほんにん

や保護者
ほごしゃ

が教師
きょうし

の言動
げんどう

にいかに傷
きず

付
つ

いているかを知
し

って

ほしいし，早急
そうきゅう

に改善
かいぜん

してほしい。

「分離
ぶんり

教育
きょういく

」が差別
さべつ

が日常化
にちじょうか

している要
よう

因
いん

ではないか。地域
ちいき

の学校
がっこう

で，子供
こども

たち

が障害
しょうがい

のあるなしにかかわらず共
とも

に過
す

ご

すことが大切
たいせつ

である。

Ｂ

障害
しょうがい

に理解
りかい

があって然
しか

るべき職場
しょくば

の職員
しょくいん

により不適切
ふてきせつ

な対応
たいおう

がされることに対
たい

し，

改善
かいぜん

を求
もと

める声
こえ

があることについて，｢事
じれ

例集
いしゅう

｣への記載
きさい

を検討
けんとう

する。

10

不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いでないものの例
れい

とし

て「障害
しょうがい

のない者
もの

と比
くら

べて優遇
ゆうぐう

する取扱
とりあつか

い」とあるが，障害
しょうがい

に起因
きいん

する対処
たいしょ

に優
ゆう

遇
ぐう

ということはあるのか。

―

個別
こべつ

のサービスをみたときに，例
たと

えば，障
しょ

害
うがい

のない者
もの

は有料
ゆうりょう

であるが，障害
しょうがい

のある

者
もの

は無料
むりょう

であるというようなものを「優遇
ゆうぐう

」

としている。

＜正当
せいとう

な理由
りゆう

＞

11

当事者
とうじしゃ

や保護者
ほごしゃ

と行政
ぎょうせい

側
がわ

では，「正当
せいとう

な

理由
りゆう

」かどうかについて見解
けんかい

に隔
へだ

たりが

生
しょう

じる事例
じれい

が多
おお

く出
で

てくるだろう。改善
かいぜん

に

向
む

け話
はな

し合
あ

う機会
きかい

と時間
じかん

をつくってほし

い。

Ｂ

「４　相談
そうだん

等
とう

の体制
たいせい

」に，相談
そうだん

と調整
ちょうせい

につ

いての留意事項
りゅういじこう

を記載
きさい

する。

12

「正当
せいとう

な理由
りゆう

」の説明
せつめい

は，障害者
しょうがいしゃ

が納得
なっとく

することに重
おも

きを置
お

いた書
か

き方
かた

にならない

か。

Ｂ

「理由
りゆう

を説明
せつめい

するものとし，理解
りかい

を得
え

るよ

う努
つと

めるものとします。」としている。

判断
はんだん

に「客観性
きゃっかんせい

」が必要
ひつよう

とされることにつ

いては，補記
ほき

する。また，納得
なっとく

されない場
ば

合
あい

の話合
はなしあ

いや調整
ちょうせい

は，「４　相談
そうだん

等
とう

の体
た

制
いせい

」に記載
きさい

のとおり，丁寧
ていねい

な検証
けんしょう

・検討
けんとう

と

説明
せつめい

を行
おこな

うことが基本
きほん

となる。

4 



13

「正当
せいとう

な理由
りゆう

」「過重
かじゅう

な負担
ふたん

」の取扱
とりあつか

いは

慎重
しんちょう

に行
おこな

うべきであり，不用意
ふようい

な例示
れいじ

は

戒
いまし

めるべきである。都合
つごう

よく解釈
かいしゃく

され，差
さべ

別
つ

が正当化
せいとうか

されるおそれがある。これら

は事例
じれい

の積
つ

み重
かさ

ねの中
なか

で見出
みいだ

されていく

ものである。

例
たと

えば，「安全
あんぜん

の確保
かくほ

」や「危険
きけん

の回避
かいひ

」と

いったことも，その危険に具体性
ぐたいせい

がない

場合
ばあい

や，安全確保
あんぜんかくほ

のための合理的配慮
ごうりてきはいりょ

が提供
ていきょう

されない場合
ばあい

は，正当化
せいとうか

の理由
りゆう

に

ならない。

Ｂ

このような趣旨
しゅし

について，一定
いってい

の補記
ほき

を

する。

14

「正当
せいとう

な理由
りゆう

の判断
はんだん

の視点
してん

」に次
つぎ

の文言
もんごん

を付加
ふか

してほしい。

・なお，「客観的
きゃっかんてき

に判断
はんだん

する」とは，主観的
しゅかんてき

な判断
はんだん

に委
ゆだ

ねられるのではなく，その主
しゅ

張
ちょう

が客観的
きゃっかんてき

な事実
じじつ

によって裏
うら

付け
づ

られ，

第三者
だいさんしゃ

の立場
たちば

から見
み

ても納得
なっとく

を得
え

られる

ような「客観性
きゃっかんせい

」が必要
ひつよう

とされるものです。

・また，「正当
せいとう

な理由
りゆう

」を根拠
こんきょ

に，不当
ふとう

な差
さべ

別的
つてき

取扱
とりあつか

いを禁止
きんし

する法
ほう

の趣旨
しゅし

が形骸
けいが

化
いか

されるべきではなく，抽象的
ちゅうしょうてき

に事故
じこ

の

危惧
きぐ

がある，危険
きけん

が想定
そうてい

されるといった

理由
りゆう

によりサービスを提供
ていきょう

しないといった

ことは適切
てきせつ

ではありません。

Ａ

記載
きさい

する。

（参考
さんこう

）

　厚労省
こうろうしょう

の福祉
ふくし

事業者
じぎょうしゃ

向
む

けガイドライン

案
あん

などと同
どう

内容
ないよう

15

正当
せいとう

な理由
りゆう

や過重
かじゅう

な負担
ふたん

は，行政
ぎょうせい

に挙
きょ

証
しょう

責任
せきにん

があるものである。そして，このよ

うな正当
せいとう

な理由
りゆう

があれば差別的取扱
さべつてきとりあつか

い

（異
ことなる

なる取扱
とりあつか

い）をしてもいいとか，過重
かじゅう

な

負担
ふたん

に該当
がいとう

する（差別
さべつ

ではない）から何
なに

も

しなくていうような理解
りかい

をしてよいものでは

ない。

Ｂ

後段
こうだん

の趣旨
しゅし

について，一定
いってい

の補記
ほき

をす

る。
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　 ○　合理的配慮
＜意思の表明・受容，障害の理解＞

意見
いけん

要旨
ようし

区分
くぶん

見
けん

　解
かい

16

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の「ア　基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

」箱
はこ

書
が

きの一
ひと

つ目
め

の◇に「・・・個々
ここ

の場面
ばめん

に

おいて，障害者
しょうがいしゃ

から現
げん

に社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

の除
じょ

去
きょ

を必要
ひつよう

としている・・・」とある。

その下
した

の留意事項
りゅういじこう

の「（意思
いし

の表明
ひょうめい

）」中
ちゅう

に「・・・本人
ほんにん

の意思表明
いしひょうめい

が困難
こんなん

な場合
ばあい

に

は，障害者
しょうがいしゃ

の家族
かぞく

，介助者等
かいじょしゃとう

が本人
ほんにん

を補
ほさ

佐して行
おこな

う意思
いし

表意
ひょうい

を含
ふく

む」とあるが，こ

れを一
ひと

つ目
め

の本文
ほんぶん

に入
い

れて「・・障害者
しょうがいしゃ

及
　およ

びその家族
かぞく

，支援者等
しえんしゃとう

から現
げん

に・・」とした

方
ほう

がよい。

（理由
りゆう

）

①　本人
ほんにん

の主張
しゅちょう

が正当
せいとう

に受
う

け止
と

められ

ず，聞
き

き流
なが

されたり，反抗的
はんこうてき

と思
おも

われる場
ば

合
あい

がある。

②　高機能
こうきのう

タイプの自閉症
じへいしょう

スペクトラムの

場合
ばあい

，本人
ほんにん

は流暢
りゅうちょう

に話
はな

していても，実際
じっさい

は独自解釈等
どくじかいしゃくとう

により言葉
ことば

を用
もち

いているこ

とがあり，誤解
ごかい

を招
まね

く恐
おそ

れがある。

Ｃ

Ｂ

一
ひと

つ目
め

の◇は法（
ほうぶん

第
　だい

７条
じょう

第
　だい

２項
こう

）の文言
もんごん

に

合
あ

わせ「障害者
しょうがいしゃ

から」としているもので，こ

の部分
ぶぶん

の修正
しゅうせい

は考
かんが

えていない。次
つぎ

の◇に

は，政府
せいふ

の基本
きほん

方針
ほうしん

による解釈
かいしゃく

を記載
きさい

し

ており，ここで補足
ほそく

することとしたものであ

る。

本人
ほんにん

の意思
いし

表明
ひょうめい

が困難
こんなん

な場合
ばあい

について，

障害
しょうがい

の特性
とくせい

により本意
ほんい

が伝
つた

わりにくいこと

があることも補記
ほき

する。

17

合理的配慮に関して記載されている「建
設的な対話による相互理解」は，非常に
重要な視点である。行政と当事者が共
に，障害に対する理解の促進を担ってい
かなくてはならない。

―

そのように考えている。

18

障害者の意思表明の受容，障害者への
必要な説明とも，障害の特性への理解が
ないと難しいのではないか。 Ｂ

障害について理解しようとする姿勢が対
応のベースになることを補記する。
なお，別途作成する｢事例集｣には，障害
の種類ごとに整理して，その特性を記載
したい。

19

本人
ほんにん

は意思
いし

表明
ひょうめい

が苦手
にがて

な場合
ばあい

もあるの

で，家族
かぞく

や支援者
しえんしゃ

の話
はなし

もしっかり聞
き

いて

ほしい。特
とく

に重度
じゅうど

の障害
しょうがい

の場合
ばあい

は，家族
かぞく

との関
かか

わりが大事
だいじ

である。

Ａ

（本人
ほんにん

の意思
いし

の表明
ひょうめい

が困難
こんなん

な場合
ばあい

には，

家族
かぞく

や介助者等
かいじょしゃとう

が本人
ほんにん

を補佐
ほさ

することを

記載
きさい

済
ず

み）

6 



20

必要
ひつよう

となる配慮
はいりょ

は個別
こべつ

性
せい

が高
たか

いものであ

る。重要
じゅうよう

なのは，まず，同種
どうしゅ

の障害
しょうがい

であっ

ても多様
たよう

であることを理解
りかい

することである

（例
たと

えば，てんかんの症状
しょうじょう

も人
ひと

によって異
こと

なる）。

そして，配慮
はいりょ

事項
じこう

の決
き

め付
つ

けをせずに，

個々
ここ

の話
はな

をしっかり聞
き

くことである。

Ｂ

（個別性
こべつせい

が高
たか

いこと，多様性
たようせい

があることは

既
すで

に記載
きさい

済
ず

み）

「事例
じれい

集
しゅう

」にも，その趣旨
しゅし

を盛
も

り込
こ

みた

い。

21

難病
なんびょう

の認知度
にんちど

が低
ひく

い。一
ひと

つ一
ひと

つ理解
りかい

する

ことは難
むずか

しいので，必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

を当事者
とうじしゃ

からしっかり聞
き

いてほしい。まず，そのよう

な病気
びょうき

があることだけでも分
わ

かってもらえ

ると助
たす

かる。

Ｂ

同上
どうじょう

22

障害
しょうがい

の程度
ていど

は一定
いってい

でなく，高齢
こうれい

になると

重
おも

くもなる。その人
ひと

に合
あ

った適切
てきせつ

な対応
たいおう

が

求
もと

められる。配慮
はいりょ

事項
じこう

は，本人
ほんにん

に確認
かくにん

す

ることが大事
だいじ

である。

Ｂ

同上
どうじょう

23

点字
てんじ

の書類
しょるい

を提出
ていしゅつ

することによる意思
いし

の

表明
ひょうめい

も受
う

け付
つ

けていただきたい。プライバ

シー等
とう

の関係
かんけい

で代読
だいどく

，読上
よみあ

げに適
てき

さない

ものもある。手話
しゅわ

と同様
どうよう

，情報保障
じょうほうほしょう

の問
もん

題
だい

でもある。

Ａ

（点字
てんじ

による意思
いし

の表明
ひょうめい

もあることを記載
きさい

済
ず

み）

このような声
こえ

があることについて，｢事例
じれいしゅ

集
う

｣に記載
きさい

することを検討
けんとう

する。

24
視覚
しかく

障害
しょうがい

がある場合
ばあい

の職員
しょくいん

による代筆
だいひつ

について，柔軟
じゅうなん

に対応
たいおう

してほしい。
Ｂ

｢事例集
じれいしゅう

｣に記載
きさい

したい。

25

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の意思
いし

の表明
ひょうめい

で，「知的
ちてき

障害
しょうがい

や精神障害
せいしんしょうがい

（発達障害
　はったつしょうがい

を含
ふく

む）等
とう

により

本人
ほんにん

の意思
いし

の表明
ひょうめい

が困難
こんなん

な場合
ばあい

は・・」と

あるが，身体障害
しんたいしょうがい

が除外
じょがい

されているのは

なぜか。

―

除外
じょがい

しているのではなく，「・・等
とう

」に含
ふく

んで

いる。

26

文字
もじ

よりも手話
しゅわ

の方
ほう

が理解
りかい

しやすい人
ひと

が

いることへの認識
にんしき

を深
ふか

めてほしい。（十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を享受
きょうじゅ

できなかったため文字
もじ

情報
じょうほう

を理解
りかい

しづらいこと，文字
もじ

による教育
きょういく

を受
う

けていても理解
りかい

しやすいのは手話
しゅわ

である

こと）

また，手話
しゅわ

や文字
もじ

情報
じょうほう

の環境
かんきょう

が整備
せいび

され

れば，コミュニケーションなども自然
しぜん

に保
ほしょ

障
う

され，聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

そのものが軽
かる

くなる。

Ｂ

コミュニケーションの手段
しゅだん

や情報保障
じょうほうほしょう

の

問題
もんだい

は，重要
じゅうよう

と考
かんが

えている。

このような声
こえ

があることについて，｢事例
じれいしゅ

集
う

｣に記載
きさい

することを検討
けんとう

する。

7 



＜上記以外
じょうきいがい

・過重
かじゅう

な負担以外
ふたんいがい

＞

27

そもそも，担当
たんとう

する事務
じむ

については，市民
しみん

の不利益
ふりえき

が生
しょう

じないように情報
じょうほう

を伝
つた

える

必要
ひつよう

がある。障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

にも，そのような基本
きほん

姿勢
しせい

は欠
か

かせない。

Ａ

補記
ほき

する。

28
予算
よさん

や人手
ひとで

がなくても，気持
きも

ちがあれば

できる合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は多
おお

い。
Ａ

趣旨
しゅし

を反映
はんえい

する。（コラム欄
らん

）

29

市
し

バスのスロープの自動化
じどうか

や，地下鉄
ちかてつ

の

ホームと車両
しゃりょう

の隙間
すきま

を埋
う

める取組
とりくみ

は，

「環境
かんきょう

の整備
せいび

を進
すす

めることで，合理的配慮
ごうりてきはいりょ

に要
よう

する人的負担
じんてきふたん

・コストの軽減
けいげん

や合理
ごうりて

的配慮
きはいりょ

の質
しつ

の向上
こうじょう

が期待
きたい

」できるという

指摘
してき

に当
あ

てはまるのではないか。

―

一般
いっぱん

論
ろん

として，そのように考
かんが

える。

30

個別
こべつ

対応
たいおう

である合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は，同等
どうとう

なラ

イン引
び

き（バラツキをなくすこと）が難
むずか

し

い。過重
かじゅう

な負担
ふたん

の共通
きょうつう

認識
にんしき

が必要
ひつよう

であ

る。

Ｂ

別途
べっと

，｢事例集
じれいしゅう

｣を作成
さくせい

し，職員
しょくいん

に具体
ぐたい

例
れい

を示
しめ

したい。過重
かじゅう

な負担
ふたん

についても，事例
じれい

の集積
しゅうせき

を図
はか

りたい。

31

行政区
ぎょうせいく

によって，福祉施設
ふくししせつ

や事業所
じぎょうしょ

の数
かず

がまちまちであり，福祉
ふくし

サービスの質
しつ

や

量
りょう

に差
さ

がある。特
とく

に，北区
きたく

と上京区
かみぎょうく

に生
せ

活介護
いかつかいご

の事業所
じぎょうしょ

が少
すく

ない。

また，少
すく

ない事業所
じぎょうしょ

で無理
むり

をして受
う

け入
い

れ人数
にんずう

を増
ふ

やしているので，活動
かつどう

スペー

スが狭
せま

くスタッフも不足
ふそく

している。支援学
しえんがっこ

校
う

に在籍
ざいせき

している児童生徒数
じどうせいとすう

を把握
はあく

し，

慢性的
まんせいてき

な事業所不足
じぎょうしょふそく

を解消
かいしょう

することも，

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

が多数
たすう

見込
みこ

まれる場合
ばあい

は，・・・環境
かんきょう

の整備
せいび

を考
こう

慮
りょ

に入
い

れること」に当
あ

たる。

―

行政
ぎょうせい

による合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

や環境
かんきょう

の

整備
せいび

というよりも，障害
しょうがい

保健
 ほけん

福祉
ふくし

行政
ぎょうせい

そ

のものの課題
かだい

として真摯
しんし

に受
う

け止
と

めた

い。

32

「まずは，声
こえ

をかけてみましょう」の欄
らん

につ

いて，

・「障害
しょうがい

のある人
ひと

＝困
こま

っている人
ひと

」ではな

い。先回
さきまわ

りするのではなく，起
お

きた状況
じょうきょう

に

誠実
せいじつ

に対応
たいおう

する姿勢
しせい

を求
もと

めたい。

・「声
こえ

をかけてみましょう」より「まずは，

しっかり聴
き

きましょう」を大切
たいせつ

にしてほし

い。

Ａ

趣旨
しゅし

を反映
はんえい

する。（コラム欄
らん

）
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33

「まずは，声をかけてみましょう」の欄
らん

に，

「障害
しょうがい

があると見受
みう

けられない場合
ばあい

であっ

ても」とあるが，健常者
けんじょうしゃ

にも障害者
しょうがいしゃ

にも共
きょ

通
うつう

する当
あ

たり前
まえ

のサービスのことを言
い

って

いるのか。
Ｂ

もう少
すこ

し分
ｑ

かりやすく記載
きさい

する。（コラム

欄
らん

）

一見
いっけん

して障害
しょうがい

の有無
うむ

が分
わ

からない場合
ばあい

で

も，話
はなし

を聞
き

くことにより，①障害
しょうがい

の有無
うむ

や

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」の必要
ひつよう

性
せい

が分
わ

かること、さ

らに，②障害
しょうがい

がなくても状況
じょうきょう

（困
こま

りごと）に

応
おう

じた対応
たいおう

をする必要
ひつよう

があること，の両
りょ

方
うほう

を意図
いと

している。

＜過重
かじゅう

な負担
ふたん

＞

34

「過重
かじゅう

な負担
ふたん

」に当
あ

たると判断
はんだん

した場合
ばあい

，

障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

だけでなく，必要
ひつよう

に応
おう

じて家
か

族
ぞく

や支援者
しえんしゃ

にも説明
せつめい

する旨
むね

を明記
めいき

してほ

しい。

Ａ

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

に係
かか

る意思
いし

表明
ひょうめい

の際
さい

の家族等
かぞくとう

による補佐
ほさ

と同様
どうよう

に，過重
かじゅう

な負
ふ

担
たん

に係
かか

る市
し

側
がわ

からの説明
せつめい

の際
さい

も家族等
かぞくとう

の補佐
ほさ

を求
もと

めることができることについて

記載
きさい

する。

35

「過重
かじゅう

な負担
ふたん

」の解釈
かいしゃく

によっては，合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が全
まった

くされない可能性
かのうせい

もある。障害
しょうが

者
いしゃ

の弱
よわ

い立場
たちば

を勘案
かんあん

し，事例
じれい

を集約
しゅうやく

する

とともに，第
だい

三者
さんしゃ

的
てき

な判断
はんだん

をする必要
ひつよう

が

ある。

Ｂ

事例
じれい

を集約
しゅうやく

するとともに，権利
けんり

擁護
ようご

部会
ぶかい

での検証
けんしょう

も加
くわ

えたい。（「４　相談等
そうだんとう

の体
た

制
いせい

，取組
とりくみ

の推進体制
すいしんたいせい

」に記載
きさい

済
ず

み）

過重
かじゅう

な負担
ふたん

の判断
はんだん

に「客観性
きゃっかんせい

」が必要
ひつよう

で

あることについて補記
ほき

する。

36

負担
ふたん

が過重
かじゅう

であれば社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

しなくてよいということではなく，負担
ふたん

が過
かじゅ

重
う

でなくなるよう環境
かんきょう

を整備
せいび

することを付
ふき

記されたい。　（２件
けん

）

Ａ

そのような姿勢
しせい

について追記
ついき

する。

37

地方
ちほう

公営
こうえい

企業
きぎょう

や公営
こうえい

企業型
きぎょうがた

地方
ちほう

独立行
どくりつぎょう

政法人
せいほうじん

において「過重
かじゅう

な負担
ふたん

」となってい

る事例
じれい

や理由
りゆう

も，記載
きさい

してはどうか。

Ｂ

別途
べっと

「事例
じれい

集
しゅう

」を作成
さくせい

する予定
よてい

であり，地
ち

方
ほう

公営
こうえい

企業
きぎょう

等
とう

も他
た

の局区等
きょくくとう

と同様
どうよう

，事例
じれい

収集
しゅうしゅう

の対象
たいしょう

とする。

38

「過重
かじゅう

な負担
ふたん

」に当
あ

たるかは，担当者個人
たんとうしゃこじん

の判断
はんだん

ではなく，科学的
かがくてき

に検証
けんしょう

すべき。 Ｂ

諸要素
しょようそ

を検証
けんしょう

したうえで，過重
かじゅう

な負担
ふたん

で

あるかどうかを客観的
きゃっかんてき

に判断
はんだん

し，説明
せつめい

す

ることを記載
きさい

する。
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13
再
掲

「正当
せいとう

な理由
りゆう

」「過重
かじゅう

な負担
ふたん

」の取扱
とりあつか

いは

慎重
しんちょう

に行
おこな

うべきであり，不用意
ふようい

な例示
れいじ

は

戒
いまし

めるべきである。都合
つごう

よく解釈
かいしゃく

され，差
さべ

別
つ

が正当化
せいとうか

されるおそれがある。これら

は事例
じれい

の積
つ

み重
かさ

ねの中
なか

で見出
みいだ

されていく

ものである。

例
たと

えば，「安全
あんぜん

の確保
かくほ

」や「危険
きけん

の回避
かいひ

」と

いったことも，その危険
きけん

に具体性
ぐたいせい

がない

場合
ばあい

や，安全確保
あんぜんかくほ

のための合理的配慮
ごうりてきはいりょ

が提供
ていきょう

されない場合
ばあい

は，正当化
せいとうか

の理由
りゆう

に

ならない。

Ｂ

このような趣旨
しゅし

について，一定
いってい

の補記
ほき

を

する。

39

「過重
かじゅう

な負担
ふたん

の考
かんが

え方
かた

」について，次
つぎ

のよ

うな文言
もんごん

を付加
ふか

してほしい。

・客観的
きゃっかんてき

な事実
じじつ

によって裏付
うらづ

けられ，第三
だいさん

者
しゃ

の立場
たちば

から見
み

ても納得
なっとく

を得
え

られるよう

な「客観性
きゃっかんせい

」が必要
ひつよう

とされること。

・「過重
かじゅう

な負担
ふたん

」を根拠
こんきょ

に，合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の

提供
ていきょう

を義務
ぎむ

づける法
ほう

の趣旨
しゅし

が形骸化
けいがいか

さ

れるべきではないこと。

Ａ

「過重
かじゅう

な負担
ふたん

」についても，判断
はんだん

の「客観
きゃっかん

性
せい

」が必要
ひつよう

であることや，これを理由
りゆう

に合
ごう

理的
りてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を義務付
ぎむづ

ける法
ほう

の趣旨
しゅし

が形骸化
けいがいか

されるべきでないことは，「正当
せいとう

な理由
りゆう

」の場合
ばあい

と同様
どうよう

であることを記載
きさい

す

る。

（参考
さんこう

）

　厚労省
こうろうしょう

の福祉事業者
ふくしじぎょうしゃ

向
む

けガイドライン

案
あん

などには記載
きさい

なし

15
再
掲

正当
せいとう

な理由
りゆう

や過重
かじゅう

な負担
ふたん

は，行政
ぎょうせい

に挙
きょ

証責任
しょうせきにん

があるものである。そして，このよ

うな正当
せいとう

な理由
りゆう

があれば差別的取扱
さべつてきとりあつか

い

（異
ことなる

なる取扱
とりあつか

い）をしてもいいとか，過重
かじゅう

な

負担
ふたん

に該当
がいとう

する（差別
さべつ

ではない）から何
なに

も

しなくていうような理解
りかい

をしてよいものでは

ない。

Ｂ

後段
こうだん

の趣旨
しゅし

について，一定
いってい

の補記
ほき

をす

る。

40

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の負担
ふたん

が過重
かじゅう

かどうかは誰
だれ

が判断
はんだん

するのか。 ―

サービスを提供
ていきょう

する市
し

側
がわ

（一義的
いちぎてき

には対
た

応
いおう

する課
か

等
とう

）で判断
はんだん

し，説明
せつめい

するものであ

る。

３　環境
かんきょう

の整備
せいび

＜望
のぞ

まれる環境
かんきょう

の整備＞
せいび＞

意見
いけん

要旨
ようし

区分 見
けん

　解
かい

1

環境
かんきょう

の整備
せいび

は，ハード面
めん

は進
すす

んでいる

（公営
こうえい

住宅
じゅうたく

の関係
かんけい

は少
すこ

し遅
おく

れているよう

である）が，ソフト面
めん

の充実
じゅうじつ

が重要
じゅうよう

であ

る。

―

ソフト面
めん

の重要性
じゅうようせい

は認識
にんしき

している。
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2

最終的
さいしゅうてき

には，人
ひと

の対応
たいおう

の質
しつ

（人的
じんてき

支援
しえん

）

が重要
じゅうよう

である。 Ａ

（ソフト面
めん

の重要性
じゅうようせい

は認識
にんしき

しており，職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

やサービスの改善
かいぜん

について記載
きさい

済
ず

み）

3

ハード面
めん

の課題
かだい

を感
かん

じている。ストレッ

チャーを使用
しよう

している障害者
しょうがいしゃ

は，市役所
しやくしょ

本庁
ほんちょう

の４階
かい

に行
い

けない。

また，公衆
こうしゅう

トイレに多目的
たもくてき

ベッド等
とう

がない

ため，床
ゆか

にマットを敷
し

いておむつ交換
こうかん

をし

ている。設備
せつび

が整
ととの

っていないと外出
がいしゅつ

が困
こん

難
なん

となる。

―

課題
かだい

として真摯
しんし

に受
う

け止
と

めたい。

望
のぞ

まれている環境
かんきょう

の整備
せいび

の例
れい

として「事
じれ

例集
いしゅう

」に記載
きさい

することを検討
けんとう

する。

4

知的障害者
ちてきしょうがいしゃ

は親
おや

や支援者
しえんしゃ

が同行
どうこう

するこ

とが当然
とうぜん

と思
おも

われているのではないか。

本人
ほんにん

が一人
ひとり

でも窓口
まどぐち

で手続
てつづ

ができるよう

手順
てじゅん

などを絵
え

や図
ず

で示
しめ

したものを備
そな

える

ことなど，是非
ぜひ

，進
すす

めてほしい。トイレの

マークのような分
わ

かりやすい案内
あんない

をお願
ねが

いしたい。

―

課題
かだい

として真摯
しんし

に受
う

け止
と

めたい。

望
のぞ

まれている環境
かんきょう

の整備
せいび

の例
れい

として「事
じれ

例集
いしゅう

」に記載
きさい

することを検討
けんとう

する。

（環境
かんきょう

の整備
せいび

については，例
たと

えば，年度
ねんど

ごとの庁内
ちょうない

の重点
じゅうてん

取組
とりくみ

を設定
せってい

して進
すす

めて

いくことも必要
ひつよう

と考
かんが

えている。）

5

「みやこユニバーサルデザイン」の取組
とりくみ

を

踏
ふ

まえた環境
かんきょう

の整備
せいび

の推進
すいしん

について，情
じょ

報保障等
うほうほしょうとう

の配慮
はいりょ

の例
れい

に，漢字
かんじ

にふりがな

を付
つ

けることを加
くわ

えてほしい。

Ａ

記載
きさい

を補足
ほそく

する。

6

バス停
てい

の音声
おんせい

案内
あんない

の質
しつ

の向上
こうじょう

，市役所
しやくしょ

の御池
おいけ

通
どお

りから市役所
しやくしょ

正面
しょうめん

玄関
げんかん

までの誘
ゆう

導
どう

ブロック等
とう

の整備
せいび

，庁舎入口
ちょうしゃいりぐち

から案内
あんな

所
いしょ

までの誘導
ゆうどう

など，課題
かだい

である。

―

課題
かだい

として真摯
しんし

に受
う

け止
と

めたい。

望
のぞ

まれている環境
かんきょう

の整備
せいび

の例
れい

として「事
じれ

例集
いしゅう

」に記載
きさい

することを検討
けんとう

する。

7
地下鉄
ちかてつ

の転落
てんらく

防止
ぼうし

柵
さく

の設置
せっち

が喜
よろこ

ばれて

いる。
―

（関係部署
かんけいぶしょ

に伝
つた

えたい）

8

肢体障害
したいしょうがい

のある人
ひと

は，車
くるま

で外出
がいしゅつ

すること

が多
おお

く，思
おも

いやり駐車場
ちゅうしゃじょう

のような駐車
ちゅうしゃ

ス

ペースの確保
かくほ

がされないと外出
がいしゅつ

しづらい。

―

望
のぞ

まれている環境
かんきょう

の整備
せいび

の例
れい

として「事
じれ

例集
いしゅう

」に記載
きさい

することを検討
けんとう

する。
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9

身障者用駐車場
しんしょうしゃようちゅうしゃじょう

の確保
かくほ

は，環境
かんきょう

の整備
せいび

の分
わ

かりやすい例
れい

であるが，必要
ひつよう

でない

と思
おも

われる人
ひと

の利用
りよう

が目立
めだ

ち，障害者
しょうがいしゃ

が

使
つか

えないことも多
おお

い。少
すこ

し大
おお

きめの車
くるま

に

乗
の

っている人
ひと

は，とめやすいのでとめてい

る。高齢者
こうれいしゃ

が多
おお

いという難
むずか

しい問題
もんだい

もあ

る。啓発
けいはつ

や広報
こうほう

とともに，呼
よ

び掛
か

けや何
なん

ら

かの仕組
しく

みがあるとよい。

Ｂ

指摘
してき

されている問題
もんだい

があることを｢事例
じれいしゅ

集
う

｣に記載
きさい

することを検討
けんとう

する。

｢事例集
じれいしゅう

｣には，合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の例
れい

として，

職員
しょくいん

による呼
よ

び掛
か

け等
とう

も記載
きさい

したい。

＜当事者
とうじしゃ

の意見反映
いけんはんえい

＞

意見
いけん

要旨
ようし

区分
くぶん

見
けん

　解
かい

10

多目的
たもくてき

トイレは，次
つぎ

の点
てん

で困
こま

ることがあ

る。設計
せっけい

段階
だんかい

から当事者
とうじしゃ

を参画
さんかく

させる必
ひ

要
つよう

がある。

・「どなたでもお使
つか

いください」の表示
ひょうじ

・電灯
でんとう

のスイッチの位置
いち

が高
たか

い。

Ｂ

施設等
しせつとう

の整備
せいび

は，企画
きかく

段階
だんかい

で当事者
とうじしゃ

の

意見
いけん

を聴
き

くべきことを記載
きさい

する。

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の例
れい

として，多目的
たもくてき

トイレの

使用
しよう

について障害
しょうがい

のある方
かた

等
とう

に配慮
はいりょ

する

よう呼
よ

びかけることを｢事例集
じれいしゅう

｣に記載
きさい

した

い。

11

施設等
しせつとう

の設計段階
せっけいだんかい

から当事者
とうじしゃ

が参画
さんかく

し

ていないと，障害者
しょうがいしゃ

にとって使
つか

いやすいも

のとならない。

Ａ

補足
ほそく

にその旨
むね

を記載
きさい

する。

12

「計画
けいかく

の策定
さくてい

，事業
じぎょう

の推進
すいしん

及
およ

び施設
しせつ

の整
せ

備等
いびとう

に当
あ

たり，多様
たよう

な立場
たちば

にある市民
しみん

か

ら意見聴取
いけんちょうしゅ

する機会
きかい

を設
もう

けるよう努
つと

める

こと」とあるが，ユニバーサルデザイン

は，多様
たよう

な立場
たちば

の意見
いけん

を取
と

り入
い

れること

が前提
ぜんてい

である。

Ｂ

計画
けいかく

の策定
さくてい

，事業
じぎょう

の推進等
すいしんとう

にも大小
だいしょ

様々
うさまざま

なものがあり，この部分
ぶぶん

の表現
ひょうげん

は，

現行
げんこう

の「京都
きょうと

市
し

ユニバーサルデザイン推
す

進
いしん

主任
しゅにん

設置
せっち

要綱
ようこう

」の文言
もんごん

のままとしたい。

企画
きかく

段階
だんかい

で多様
たよう

な視点
してん

を組
く

み入
い

れるべ

きことを補記
ほき

する。

13

施設
しせつ

やサービスについて「すべての人
ひと

に

とってできる限
かぎ

り利用
りよう

しやすいものとなる

よう配慮
はいりょ

すること」とあるが，そのために

障害者
しょうがいしゃ

が利用
りよう

する機会
きかい

を奪
うば

われるケース

もある。安易
あんい

な考
かんが

え方
かた

であるので変更
へんこう

して

ほしい。

Ｂ

現行
げんこう

の「京都市
きょうとし

ユニバーサルデザイン推
す

進主任設置要綱
いしんしゅにんせっちようこう

」の文言
もんごん

のままとしたい。

ある利用者
りようしゃ

にとって使いやすいものが別
べつ

の利用者
りようしゃ

にとって支障
ししょう

となることがあるこ

とに留意
りゅうい

すべきことを記載
きさい

したい。

「すべての人
ひと

に・・」はユニバーサルデザ

インの基本
きほん

的
てき

な考
かんが

え方
かた

であり，これを踏
ふ

ま

えたうえで調整
ちょうせい

すべき問題
もんだい

であると考
かんが

え

ている。
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14

ある障害者
しょうがいしゃ

には都合
つごう

がよくても，別
べつ

の障
しょ

害者
うがいしゃ

には支障
ししょう

となる場合
ばあい

などがあるの

で，環境
かんきょう

の整備
せいび

は，できるだけ多様
たよう

な障
しょ

害
うがい

当事者
とうじしゃ

の視点
してん

を組
く

み入
い

れるような仕組
しく

みにしてほしい。

（例
れい

１）車椅子
くるまいす

ユーザーのための歩道
ほどう

の

切下
きりさ

げが，視覚障害者
しかくしょうがいしゃ

にとっては車道
しゃどう

と

の境
さかい

が分
わ

かりにくくなること。

（例
れい

２）車椅子
くるまいす

が入
はい

れるように配慮
はいりょ

した公
こう

園
えん

の車
くるま

止
ど

めだったが，大型
おおがた

の車椅子
くるまいす

が通
とお

れないことが分
わ

かった。

Ｂ

多様
たよう

な視点
してん

を組
く

み入
い

れるべきであること

を補記
ほき

したい。

４　相談等
そうだんとう

の体制
たいせい

，取組
とりくみ

の推進体制
すいしんたいせい

＜相談
そうだん

の対象
たいしょう

＞

意見
いけん

要旨
ようし

区分
くぶん

見
けん

　解
かい

1

市
し

の事務
じむ

事業
じぎょう

に関
かん

するものが市
し

の相談
そうだん

の対象
たいしょう

になるとあるが，民間
みんかん

の事業所
じぎょうしょ

の

対応
たいおう

などに関
かん

する相談
そうだん

についても，市
し

が

関
かか

わった方
ほう

がよい場合
ばあい

もあるので，府
ふ

と

連携
れんけい

して対応
たいおう

してほしい。

Ａ

（本
ほん

市
し

が事業
じぎょう

を委託
いたく

しているなどの関
かか

わり

がある場合
ばあい

は，市
し

が対応
たいおう

をすることにつ

いて記載
きさい

済
ず

み）

事業者
じぎょうしゃ

の対応等
たいおうとう

に係る
かか

相談
そうだん

についても，

市
し

との関
かか

わりなどを確認
かくにん

しながら，府
ふ

と連
れ

携
んけい

して対応
たいおう

する。

2

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する侮蔑的
ぶべつてき

な言動
げんどう

（ハラスメ

ント）についても，相談
そうだん

を受
う

け付
つ

けられる

よう，対応要領
たいおうようりょう

に書
か

き込
こ

んでほしい。 Ｂ

別途
べっと

作成
さくせい

する｢事例集
じれいしゅう

｣に，傷
きず

つけるよう

な言葉
ことば

をかけることなども不当
ふとう

な差別的
さべつてきと

取扱
りあつか

いとなる可能性
かのうせい

があることを記載
きさい

し

たい。（差別
さべつ

に関
かん

することとして相談
そうだん

の対
た

象
いしょう

となる）

＜相談窓口
そうだんまどぐち

，職員
，しょくいん

＞

3

相談窓口
そうだんまどぐち

は所管課
しょかんか

が基本
きほん

とされている

が，一度
いちど

問題
もんだい

の起
お

きた所
ところ

に再度
さいど

相談
そうだん

しよ

うとは思
おも

わない。 Ｂ

（所管
しょかん

課
か

等
とう

に相談
そうだん

しにくい場合
ばあい

は，障害保
しょうがいほ

健福祉推進室
けんふくしすいしんしつ

が窓口
まどぐち

となることを記載
きさい

済
ず

み）

所管課等
しょかんかとう

が，当事者
とうじしゃ

の声
こえ

を聞
き

き，自
みずか

ら考
かんが

え改善
かいぜん

していく効果
こうか

も期待
きたい

している。

4

病院
びょういん

や消防
しょうぼう

への相談
そうだん

は，生命
せいめい

等
とう

に関
かか

わ

る相談
そうだん

が寄
よ

せられるケースも考
かんが

えられる

ので，24時間
じかん

体制
たいせい

を導入
どうにゅう

してはどうか。

―

救急医療等
きゅうきゅういりょうとう

の対応
たいおう

自体
じたい

は，24時間
じかん

体制
たいせい

になっている。
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5

対応
たいおう

時
じ

の留意
りゅうい

事項
じこう

として，曖昧
あいまい

な表現
ひょうげん

、

二重否定
にじゅうひてい

の言葉
ことば

や文章
ぶんしょう

は使
つか

わないように

明記
めいき

してほしい。

Ｂ

「事例
じれい

集
しゅう

」に，障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じて，その

ような配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

である旨
むね

を記載
きさい

する。

6

特
とく

に相談
そうだん

対応
たいおう

や調整
ちょうせい

に当
あ

たる職員
しょくいん

は，障
しょ

害
うがい

の特性
とくせい

への理解
りかい

がないといけない。

Ｂ

障害
しょうがい

について理解
りかい

しようとする姿勢
しせい

が的
てき

確
かく

に対応
たいおう

するためのベースとなることに

ついて補記
ほき

する。

なお，別途作成
べっとさくせい

する｢事例集
じれいしゅう

｣には，障害
しょうがい

の種類
しゅるい

ごとに整理
せいり

して，その特性
とくせい

を記載
きさい

したい。

7
相談者
そうだんしゃ

の性別
せいべつ

に配慮
はいりょ

し，女性
じょせい

の相談者
そうだんしゃ

のため女性
じょせい

の相談員
そうだんいん

を必
かなら

ず配置
はいち

するこ

と。

Ｂ
相談者
そうだんしゃ

の性別
せいべつ

に配慮
はいりょ

すべきことを記載
きさい

す

る。

＜仕組
　し　く

み，推進
すいしん

体制
たいせい

＞

8

相談
そうだん

・対応
たいおう

事例
じれい

が，すぐに情報
じょうほう

として上
あ

がってくる仕組
しく

み・習慣
しゅうかん

を作
つく

る必要
ひつよう

があ

る。

Ａ

事例
じれい

の報告
ほうこく

について，様式
ようしき

やルールを整
ととの

える。

9

相談
そうだん

の結果
けっか

，問題
もんだい

が解決
かいけつ

できなかったと

しても，どうすれば解決
かいけつ

できるか取
と

り組
く

ん

でいく仕組
しく

みを作
つく

ってほしい。

Ｂ

（事例
じれい

の蓄積
ちくせき

や権利擁護部会
けんりようごぶかい

での協議
きょうぎ

を

踏
ふ

まえ，取組
とりくみ

を進
すす

めていくことについて記
きさ

載
い

済
ず

み）

10

庁内
ちょうない

の「統括的役割
とうかつてきやくわり

」を担
にな

う障害保健福
しょうがいほけんふく

祉推進室
しすいしんしつ

には，障害者
しょうがいしゃ

に寄
よ

り添
そ

った行政
ぎょうせい

を進
すす

めてほしい。

（福祉
ふくし

事務
じむ

所
しょ

とのやり取
と

り（課税
かぜい

誤
あやま

りが判
は

明
んめい

したため，本来
ほんらい

なら負担
ふたん

しなくてよい

サービスの自己
じこ

負担金
ふたんきん

を返還
へんかん

してほしい

という内容
ないよう

）の中
なか

で，本庁
ほんちょう

の判断
はんだん

を仰
あお

ぐと

いうケースがあった。担当
たんとう

者
しゃ

の対応
たいおう

は丁
てい

寧
ねい

であったが，返還
へんかん

できないとの結論
けつろん

で

あった。本庁
ほんちょう

の判断
はんだん

は疑問
ぎもん

である。）

―

そのような意識
いしき

を持
も

って，取組
とりくみ

を進
すす

めた

い。

11

所管課等
しょかんかとう

で相談
そうだん

しにくい事例
じれい

の相談受
そうだんうけ

付
つけ

，各局等
かくきょくとう

への助言
じょげん

や情報提供
じょうほうていきょう

，事例収
　じれいしゅ

集
うしゅう

とフィードバックなどに対応
たいおう

するために

は，専門
せんもん

の担当者
たんとうしゃ

を障害
しょうがい

保健福祉推進
　ほけんふくしすいしんし

室
つ

に設置
せっち

する必要
ひつよう

がある。

経験
けいけん

の蓄積
ちくせき

が必要
ひつよう

であり，頻繁
ひんぱん

な異動
いどう

は

避
さ

けるべきである。

―

業務
ぎょうむ

に支障
ししょう

のない体制
たいせい

を考
かんが

えたい。

（なお，27年度
ねんど

から障害者
しょうがいしゃ

差別
　さべつ

解消
かいしょう

法
ほう

を

担当
たんとう

する課長
かちょう

補佐
ほさ

１名
めい

を配置
はいち

）
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12

複数
ふくすう

の課等
かとう

で対応
たいおう

すべき問題
もんだい

や，他
た

の

部署
ぶしょ

にも起
お

こりうる事例
じれい

の共有
きょうゆう

のため

に，局横断的
きょくおうだんてき

な課題
かだい

の解決
かいけつ

の仕組
しく

みを

庁内
ちょうない

に設
もう

けてほしい。

Ｂ

（障害
しょうがい

保健福祉推進室
　ほけんふくしすいしんしつ

が庁内
ちょうない

の事例
じれい

を集
しゅ

約
うやく

し，各
かく

部署
ぶしょ

にフィードバックすることで情
じょ

報
うほう

を共有
きょうゆう

することを記載
きさい

済
ず

み）

必要
ひつよう

に応
おう

じ，各局区等
かくきょくくとう

の庶務
しょむ

担当
たんとう

部長
ぶちょう

や庶務
しょむ

担当
たんとう

課
か

長
ちょう

の会議
かいぎ

なども活用
かつよう

した

い。

各局区等
かくきょくくとう

には，人権
じんけん

行政
ぎょうせい

推進
すいしん

主任
しゅにん

も設
せっ

置
ち

されており，今
いま

のところ，新
あら

たな仕組
しく

み

を設
もう

ける考
かんが

えはない。

13

京都
きょうと

府
ふ

とも連携
れんけい

しながら，地域
ちいき

に密着
みっちゃく

した

相談
そうだん

体制
たいせい

を作
つく

ってほしい。

Ｂ

権利
けんり

擁護
ようご

部会
ぶかい

（障害者
しょうがいしゃ

差別
　さべつ

解消
かいしょう

支援
しえん

地
ちい

域
き

協議
きょうぎ

会
かい

の機能
きのう

を付加
ふか

する）は，市
し

の圏
け

域
んいき

ごとの５つの地域
ちいき

協議
きょうぎ

会
かい

が構成員
こうせいいん

と

なっている（脚注
きゃくちゅう

に記載
きさい

）。今後
こんご

，府
ふ

の参
さん

加
か

についても調整
ちょうせい

したい。

事業者
じぎょうしゃ

の対応
たいおう

等
とう

に係
かか

る相談
そうだん

についても，

市
し

との関
かか

わりなどを確認
かくにん

しながら，府
ふ

と連
れ

携
んけい

して対応
たいおう

していく。

14

「障害者
しょうがいしゃ

差別
　さべつ

解消
かいしょう

地域
ちいき

協議
きょうぎ

会
かい

」の役割
やくわり

を

担
にな

う「権利
けんり

擁護
ようご

部会
ぶかい

」には，当事者
とうじしゃ

を多様
たよう

な視点
してん

から参画
さんかく

させる必要
ひつよう

がある。

障害当事者
しょうがいとうじしゃ

と家族
かぞく

等
とう

では，施設
しせつ

入所
にゅうしょ

など

の問題
もんだい

で対立
たいりつ

関係
かんけい

になることもある。障
しょ

害者
うがいしゃ

本人
　ほんにん

を第一
だいいち

に考
かんが

えた構成
こうせい

にしてほし

い。

―

当事者
とうじしゃ

の視点
してん

が必要
ひつよう

との認識
にんしき

はしてお

り，既
すで

に一定
いってい

の参画
さんかく

を得
え

ている。

構成
こうせい

等
とう

については，今後
こんご

，権利
けんり

擁護
ようご

部会
ぶかい

で協議
きょうぎ

する。

15

「障害者差別解消支援地域協議会
しょうがいしゃ　さべつかいしょうしえんちいききょうぎかい

」には

当事者
とうじしゃ

の参画
さんかく

が必要
ひつよう

である。 ―

「障害者
しょうがいしゃ

差別
　さべつ

解消地域協議会
かいしょうちいききょうぎかい

」の役割
やくわり

を

担
ただし

う「権利擁護部会
けんりようごぶかい

」には，当事者
とうじしゃ

も参画
さんかく

している。

16

相談
そうだん

内容
ないよう

や対応
たいおう

結果
けっか

の事例
じれい

を障害
しょうがい

保健
　ほけん

福祉推進室
ふくしすいしんしつ

が集約
しゅうやく

することになっている

が，解決
かいけつ

しなかった事例
じれい

も含
ふく

め，ホーム

ページに載
の

せるなど市民
しみん

にも分
わ

かるよう

にしてほしい。実効性
じっこうせい

の担保
たんぽ

にもつなが

る。他
た

の事業者
じぎょうしゃ

の手本
てほん

にもなる。（２件
けん

）

Ｂ

集約
しゅうやく

した事例
じれい

については，個人
こじん

情報
じょうほう

に配
は

慮
いりょ

して加工
かこう

し，「権利
けんり

擁護
ようご

部会
ぶかい

」に提供
ていきょう

す

るとともに，HPに公表
こうひょう

することとしたい。
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５　職員
しょくいん

の研修・啓発
けんしゅう・けいはつ

＜対象
たいしょう

，重要性
じゅうようせい

＞

意見
いけん

要旨
ようし

区分
くぶん

見
けん

　解
かい

1

管理
かんり

監督者
かんとくしゃ

による所属
しょぞく

職員
しょくいん

の自主的
じしゅてき

な

研修等
けんしゅうとう

への参加
さんか

の奨励
しょうれい

や，個々
ここ

の職員
しょくいん

による意識的
いしきてき

な自主
じしゅ

研修
けんしゅう

・自己
じこ

研修
けんしゅう

のよ

うな，本人
ほんにん

の自由
じゆう

意志
いし

に委
ゆだ

ねたものだけ

でなく，「不熱心
ふねっしん

」な方
かた

に対
たい

するより強制的
きょうせいてき

な手段
しゅだん

が必要
ひつよう

ではないか。

Ｂ

例
たと

えば，階層別
かいそうべつ

研修
けんしゅう

や職場
しょくば

研修
けんしゅう

に障害
しょうがい

のテーマを取
と

り入
い

れることで，受講者
じゅこうしゃ

の幅
はば

は広
ひろ

がると考
かんが

えている。障害
しょうがい

を意識
いしき

するこ

との少
すく

ない職員
しょくいん

への研修
けんしゅう

が重要
じゅうよう

であるこ

とも記載
きさい

する。

その他
た

，具体的
ぐたいてき

な方法
ほうほう

については検討
けんとう

し

たい。

2

職員
しょくいん

による差別的
さべつてき

行為
こうい

が生
しょう

じる前
まえ

に，研
け

修等
んしゅうとう

をしっかり行
おこな

う必要
ひつよう

がある。特
とく

に窓口
まどぐち

で市民
しみん

応対
おうたい

する職員
しょくいん

への研修
けんしゅう

は重要
じゅうよう

で

ある。　　（２件
けん

）

Ａ

窓口等
まどぐちとう

の担当
たんとう

職員
しょくいん

への研修
けんしゅう

の重要性
じゅうようせい

を

記載
きさい

をする。

「対応要領
たいおうようりょう

」策定
さくてい

後
ご

の庁内
ちょうない

周知
しゅうち

もそのよう

な観点
かんてん

で行
おこな

う。

3

新規
しんき

採用
さいよう

職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

で障害者施設
しょうがいしゃしせつ

の見
け

学
んがく

をされるなど，よく取
と

り組
く

んでいるので

はないか。研修等
けんしゅうとう

を通
つう

じて，障害
しょうがい

への理
りか

解
い

を深
ふか

めることは重要
じゅうよう

である。　（２件
けん

）

Ａ

（研修等
けんしゅうとう

による障害理解
しょうがいりかい

の重要性
じゅうようせい

につい

ては既
すで

に記載
きさい

済
す

み）

4

職員全員
しょくいんぜんいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

の徹底
てってい

Ａ

（研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

の機会
きかい

の確保
かくほ

の徹底
てってい

につい

て記載
きさい

済
ず

み）

具体
ぐたい

的
てき

な方法
ほうほう

は検討
けんとう

を要
よう

する。

5

例
たと

えば，直営
ちょくえい

の職員
しょくいん

だけでなく，外部
がいぶ

委
い

託
たく

をしているバスの運転手
うんてんしゅ

などへの研修
けんしゅう

をどうするかという課題
かだい

もある。

Ａ

本
ほん

市
し

のサービスを担
にな

う事業者
じぎょうしゃ

の従業員
じゅうぎょういん

へ

の意識
いしき

浸透
しんとう

も必要
ひつよう

な視点
してん

の一
ひと

つとして言
げ

及
んきゅう

する。

6
子供
こども

たちへの波及
はきゅう

効果
こうか

を考
かんが

えると学校
がっこう

の

先生
せんせい

への研修
けんしゅう

は重要
じゅうよう

である。
Ａ

教職員等
きょうしょくいんとう

の研修
けんしゅう

の重要性
じゅうようせい

を記載
きさい

する。

7

学校
がっこう

の関係者
かんけいしゃ

に「障害者
しょうがいしゃ

権利条約」
　けんりじょうやく

の理
りね

念
ん

を学
まな

んでほしい。当事者
とうじしゃ

の生
なま

の声
こえ

を聞
き

いてほしい。

Ｂ

教職員等
きょうしょくいんとう

の研修
けんしゅう

の重要性
じゅうようせい

を記載
きさい

する。

8
福祉
ふくし

に携
たずさ

わる職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

が必要
ひつよう

である。
Ａ

福祉
ふくし

に携
たずさ

わる職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

が重要
じゅうよう

であるこ

とを記載
きさい

する。
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＜方法，内容等
ほうほう，ないようとう

＞

9

障害
しょうがい

の特性
とくせい

や支援
しえん

方法等
ほうほうとう

の理解
りかい

，関係
かんけい

団体
だんたい

の講演
こうえん

会
かい

等
とう

への参加
さんか

に積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

んでいただけるとありがたい。（２件
けん

）

Ａ

研修内容等
けんしゅうないようとう

の例
れい

として記載
きさい

する。

10

研修
けんしゅう

は，障害
しょうがい

の特性
とくせい

，障害者
しょうがいしゃ

の事情
じじょう

に通
つう

じた方
かた

から話
はな

を聞
き

くのがよい。相談
そうだん

いただ

ければ，行政
ぎょうせい

の立場
たちば

も踏
ふ

まえて話
はなし

ができ

る講師
こうし

を紹介
しょうかい

する。

Ａ

関係
かんけい

団体
だんたい

への協力
きょうりょく

依頼
いらい

等
とう

も含
ふく

め，研修
けんしゅ

内容等
うないようとう

の例
れい

として記載
きさい

する。

11
消防学校
しょうぼうがっこう

の研修
けんしゅう

に団体
だんたい

から講師
こうし

を出
だ

さ

せていただいた。
―

関係団体
かんけいだんたい

への協力依頼
きょうりょくいらい

についても，研修
けんしゅう

内容等
　ないようとう

の例
れい

として記載
きさい

する。

12

障害者
しょうがいしゃ

と接
せっ

する現場
げんば

の職員
しょくいん

から見
み

た事例
じれい

は，他
た

の職員
しょくいん

の参考
さんこう

になる。例
たと

えば，バ

スの運転手
うんてんしゅ

も日常的
にちじょうてき

に障害
しょうがい

のある乗客
じょうきゃく

（身体
しんたい

障害
しょうがい

，知的
ちてき

障害
しょうがい

など）に接
せっ

してい

る。職員
しょくいん

の思
おも

いも含
ふく

め，事例
じれい

集約
しゅうやく

をして

研修
けんしゅう

に活
い

かすとよい。

Ａ

研修内容等
けんしゅうないようとう

の例
れい

として記載
きさい

する。

なお，庁内
ちょうない

の事例
じれい

については，障害
しょうがい

保健
　ほけん

福祉推進室
ふくしすいしんしつ

に集約
しゅうやく

する（「４　相談
そうだん

等
とう

の体
た

制
いせい

，取組
とりくみ

の推進
すいしん

体制
たいせい

）。

13

当事者
とうじしゃ

と直接
ちょくせつ

やり取
と

りができるような研修
けんしゅう

をしてはどうか。（職場
しょくば

又
また

は施設
しせつ

等
とう

での手
しゅ

話
わ

等
とう

による対話
たいわ

，車椅子
くるまいす

等
とう

の介助
かいじょ

，車椅
くるまい

子
す

の体験
たいけん

など）　　　（３件
けん

）

Ａ

研修内容等
けんしゅうないようとう

の例と
れい

して記載
きさい

する。

14
カリキュラムの定着

ていちゃく

が必要
ひつよう

。相談
そうだん

いただ

ければ力
ちから

になる。
Ｂ

研修
けんしゅう

の効果的
こうかてき

な実施
じっし

について言及
げんきゅう

する。

（具体
ぐたい

方法
ほうほう

は検討
けんとう

課題
かだい

である。）

15

当事者
とうじしゃ

の話
はなし

を聞
き

くにとどまらず，コミュニ

ケーションや情報保障
じょうほうほしょう

，性別
せいべつ

や年齢
ねんれい

に応
おう

じた配慮
はいりょ

方法
ほうほう

等
とう

を具体的
ぐたいてき

場面
ばめん

で活
い

かせる

ような研修
けんしゅう

の実施
じっし

するとよい。（介助
かいじょ

だけ

でなく，実際
じっさい

に車椅子
くるまいす

に乗
の

って当事者
とうじしゃ

が

感
かん

じていることを体験
たいけん

するなど）

Ａ

研修内容等
けんしゅうないようとう

の例
れい

として記載
きさい

する。

16

市
し

バス乗務員
じょうむいん

や窓口業務等
まどぐちぎょうむとう

の各職務
かくしょくむ

に

応
おう

じた研修
けんしゅう

も必要
ひつよう

である。（昨年度
さくねんど

の7月
がつ

と2月
がつ

に，市
し

バスの乗務員
じょうむいん

研修
けんしゅう

に関
かか

わら

せてもらった。）

Ａ

研修内容等
けんしゅうないようとう

の例
れい

として記載
きさい

する。

17

座
すわ

って話
はな

しを聞
き

くよりも，当事者
とうじしゃ

とやりとり

しながらイベントの企画
きかく

など共同
きょうどう

で作業
さぎょう

する形
かたち

での研修
けんしゅう

の方
ほう

が総合
そうごう

理解
りかい

が進
すす

む。

Ａ

グループワークを取
と

り入
い

れることも一例
いちれい

と

して記載
きさい

する。
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18

障害
しょうがい

に関
かん

する理解
りかい

の促進
そくしん

について，当事
とうじしゃ

者からの話
はなし

を聞
き

く機会
きかい

を設
もう

けるくらいで

は，元々
もともと

理解
りかい

がある職員
しょくいん

にはいいが，そ

うでない職員
しょくいん

には身
み

につかないのではな

いか。直接
ちょくせつ

，様々
さまざま

な方
かた

との実際
じっさい

のふれあ

いを通
とお

して，初
はじ

めて理解
りかい

が得
え

られ，実践
じっせん

で発揮
はっき

できるスキルが身
み

に付
つ

く。

Ａ

研修内容等
けんしゅうないようとう

の例
れい

として，当事者
とうじしゃ

と実際
じっさい

に

接
せっ

する体験
たいけん

をすることについても記載
きさい

す

る。

19

障害
しょうがい

のある女性
じょせい

についての研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

プ

ログラムを入
い

れること。（男女
だんじょ

差別
さべつ

の問題
もんだい

として切
き

り分
わ

けて形式的
けいしきてき

な対応
たいおう

とならない

よう）　　　（２件
けん

）

Ａ

研修内容等
けんしゅうないようとう

の例
れい

として記載
きさい

する。

20

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する侮蔑的
ぶべつてき

な言動
げんどう

（ハラスメ

ント）が起
お

きないよう職員研修
しょくいんけんしゅう

をしてほし

い。

Ａ

研修内容等
けんしゅうないようとう

の例
れい

として記載
きさい

する。

21
障害
しょうがい

だけでなく，妊婦
にんぷ

・乳幼児
にゅうようじ

，外国
がいこく

人
じん

等
とう

の研修
けんしゅう

の機会
きかい

が必要
ひつよう

である。
―

本
ほん

市
し

では，障害
しょうがい

以外
　いがい

の人権
じんけん

課題
かだい

について

も研修
けんしゅう

も行
おこな

っている。

22

職員
しょくいん

の施策
しさく

に対
たい

する理解
りかい

不足
ぶそく

等
とう

により，

負担
ふたん

額
がく

を多
おお

く徴収
ちょうしゅう

されたことがある。

Ｂ

担当
たんとう

する事務
じむ

について，職員
しょくいん

は，中身
なかみ

を

熟知
じゅくち

したうえで市民
しみん

の不利益
ふりえき

が生
しょう

じない

ように情報
じょうほう

を伝
つた

える必要
ひつよう

がある。これにつ

いては「２（３）合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」で一定
いってい

の記載
きさい

をする。

当事者
とうじしゃ

の声
こえ

を題材
だいざい

にした研修
けんしゅう

を行
おこな

うこと

も例示
れいじ

する。

23

研修
けんしゅう

結果
けっか

を，広報誌
こうほうし

，市
し

ホームページな

どで随時
ずいじ

公表
こうひょう

する旨
むね

を追加
ついか

記載
きさい

すること

が必要
ひつよう

と考
かんが

える。公表
こうひょう

により，市民
しみん

の意
いし

識
き

改善
かいぜん

が図
はか

られる。

Ｃ

研修
けんしゅう

については，まずは庁内
ちょうない

の情報共有
じょうほうきょうゆ

等
う　とう

を進
すす

めたい。

６　見直
み　なお

し等
とう

意見
いけん

要旨
ようし

区分
くぶん

見
けん

　解
かい

1

対応要領
たいおうようりょう

等
　とう

を作
つく

る際
さい

に当事者
とうじしゃ

の意見
いけん

を

聞
き

いていただくのはありがたい。完成後
かんせいご

も

継続
けいぞく

して当事者
とうじしゃ

の意見
いけん

を丁寧
ていねい

に聞
き

くよう

にしてほしい。

Ｂ

（適時
てきじ

，見直
みなお

しを図
はか

ることとしており，関係
かんけ

者
いしゃ

の意見
いけん

も聴
き

くことについて記載
きさい

済
ず

み）
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